
（厚労省提出指標）

指 標

Outcome

各指標の計算式と分母・分子の項目名 分母・分子の解釈

分子 注射針およびそれに準ずる鋭利な器具による皮膚の損傷からの血液

曝露事例件数
分母

収集

期間
１ヶ月毎

調整

方法
職員・患者問わず

注射針およびそれに準ずる鋭利な器具による皮膚の
損傷からの血液曝露事例件数12

指標の意義

指標の計算式、分母・分子の解釈

考察

・他施設の状況知り比較することで、職員のリスク意識を高め、安全管理をすすめる。

最小値 0.00 25％値 0.17 中央値 0.50 75％値 1.17 最大値 2.58

（分子：注射針およびそれに準ずる鋭利な器具による皮膚の損傷からの 血液曝露事例件数）

回答病院 75

中央値は0.42から0.50と微増していますが、血液曝露事例の数は医療行為数と相関するため、件数/延べ入院数

x1000の中央値を比較すると、2016年、2017年、0.10、2018年、0.09と微減しています。

変化はわずかですが、延べ入院数が増加しているにもかかわらず事例件数が増加していないことは、対策が奏功してい

ると思われます。

改善・運用事例など

報告された２０１８年の改善事例はありませんでした。

参考に、2017年の改善・運用事例を紹介します。

・医療安全委員会・感染防止対策委員会で管理している。

・ICC・LN会議で報告。必要時改善策立案。

・新人教育で再度対策について発信する。

・インシュリン注射針刺し防止を感染対策、医療安全と協働して注意喚起 ・ヘルパー学習会開催。

・年度末に総括会議で他病院とベンチマークしフィードバックしている。

・昨年度、血培用のホルダーと誤針予防のインスリン針を導入した。
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